
○○協議会規約
　
（名称）
第１条　この団体は、〇〇協議会（以下「協議会」という。）という。

（事務所）
第２条　協議会は、その主たる事務所を構成員である株式会社○○が所在する○○市○○に置く。

（目的）
第３条　協議会は、○○市産○○の高付加価値化及びブランディングによる認知度向上を目的として活動する。

（事業）
第４条　協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業（以下「本協議会事業」という。）を行う。
(1) ○○市産○○を原料にした加工品の商品開発
　(2) ○○市産○○又は加工品の販路開拓
　(3) ○○市産○○の認知度向上
　(4) その他、商品開発と販路開拓のために必要なこと

（構成員）
第５条　協議会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1) ○○生産組合
　(2) 株式会社○○
　(3) 有限会社○○

（書類及び帳簿の備付け）
第６条　協議会は、第２条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
　(1) 本規約
　(2) 構成員の氏名及び住所（構成員が団体の場合には、その名称、所在地及び代表者の
氏名）を記載した書面
　(3) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿

（地位の譲渡の制限）
第７条　構成員は、全構成員の同意を得ないで、本協議会事業に関して当該構成員の有する権利又は地位の全部又は一部を第三者に譲渡することはできない。

（入会）
第８条　協議会の構成員となろうとする者は、全構成員の同意を得なければならない。

（脱退）
第９条　構成員は、本協議会事業が終了するまでの間は脱退することができない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
(1) 本協議会事業のうち当該構成員自らが実施することとなっている部分の全部が中
止又は終了となった場合
(2) 破産手続開始の決定があった場合
(3) 死亡
(4) 前各号に掲げる場合のほか、脱退を要するやむを得ない事由があると代表機関が
認めた場合

（除名）
第10条　協議会は、構成員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、当該構成員を除名することができる。この場合において、代表機関は、その総会の開催の日の30日前までに、当該構成員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、代表機関に対して弁明する機会を与えるものとする。
　(1) 協議会の事業を妨げ、又は協議会の名誉をき損する行為をしたとき。
　(2) 本規約又は総会の決議を無視する行為をしたとき。
２　代表機関は、除名の決議があったときは、その旨を当該構成員に通知するものとする。

（役員の定数及び選任）
第11条　協議会に次の役員を置く。
(1) 会長　　１名
(2) 副会長　１名
(3) 監事　　１名
２　前項の役員は、第５条第１項の構成員の中から総会において選任する。
３　会長、副会長及び監事は相互に兼ねることはできない。

（役員の職務）
第12条　会長は会務を総理し、協議会を代表する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けた
ときはその職務を行う。
３　監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
　(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。

（役員の任期）
第13条　役員の任期は、３年とする。
２　補欠または増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

（総会の開催）
第14条　協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
２　総会の議長は、総会の出席構成員が互選する｡
３　通常総会は、毎年度１回以上開催する｡
４　臨時総会は、次に掲げる場合に開催する｡
　(1) 構成員現在数の２分の１以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があ
ったとき。
　(2) その他代表機関が必要と認めたとき｡

（総会の招集）
第15条　総会の招集は、少なくともその開催の７日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって構成員に通知しなければならない。
２　前条第４項第１号の規定により請求があったときは、代表機関は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない｡
３　やむを得ない理由により、招集することができない場合は、総会の議決事項を書面により議決することができるものとする。

（総会の議決方法等）
第16条  総会は、全構成員の２／３以上の出席がなければ開くことができず、総会の議事は、構成員の過半の同意をもって決定する｡
２　構成員（議長を含む。）は、総会において、各１個の議決権を有する｡
３　総会においては、前条第１項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。

（総会の権能）
第17条　総会は、本規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する｡
(1) 年度事業実施計画及び収支予算の設定又は変更
(2) 年度事業成果報告書及び年度事業実績報告書並びに収支決算
(3) この規約の変更
(4) 諸規程の制定及び改廃
(5) 協議会の解散
(6) 構成員の除名
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会の運営に関する重要な事項

（議決権の委任）
第18条　やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、その権限の行使を他の構成員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは、議長に委任したものとみなす。
２　第16条第１項の規定の適用については、第１項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす｡

（議事録）
第19条　総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
２　議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 構成員の現在数、当該総会に出席した構成員数、前条第４項により当該総会に出席
したとみなされた構成員数及び当該総会に出席した構成員の氏名
(3) 議案
(3) 議事の経過の概要及びその結果
３　議事録は、主たる事務所に備え付けておかなければならない｡

（代表機関）
第20条　協議会の業務を執行するため、第２条に定める主たる事務所が置かれる株式会社○○をその代表機関とする。

（事業年度）
第21条　協議会の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。ただし、協議会の設立初年度については、協議会が設立された日から始まり、その日以後の最初の３月３１日に終わるものとする。

（事務経費支弁の方法等）
第22条　協議会の事務に要する経費は、構成員からの負担金をもって充てることができるものとする。

（年度事業実施計画及び収支予算）
第23条　協議会の年度事業実施計画及び収支予算は、代表機関が作成し、総会の議決を得なければならない。

（解散）
第24条　協議会は、次の各号に掲げる場合に解散するものとする。
　(1) 本協議会事業の全部が終了したとき。
　(2) 総会において解散の議決がなされたとき。
　(3) 構成員が一名となったとき。

（清算人）
第25条　前条の規定により協議会が解散した場合、代表機関が指定する者（代表機関が自己を指定する場合には、代表機関）が清算人となる。
２　清算人は、協議会の解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。

（事故の報告）
第26条　構成員は、本協議会事業において、人体に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合には、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければならない。

（細則）
第27条　本協議会事業に関する県の定め及びこの規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、代表機関が別に定める。
２　本規約、各規程及び細則の内容等に関し疑義が生じたときは、その都度各構成員間で協議の上、決定するものとする。

　　附　則
１　本規約は、令和　年　月　日から施行する。
２　協議会の設立初年度の事業計画及び予算については、第14条中の「総会」を「設立総会」と読み替え議決する。



















